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防災拠点等となる建築物
― 機能継続ガイドライン（追補版）について ―

国土交通省住宅局建築指導課長 長谷川　貴　彦

１.ガイドラインのねらい

国土交通省住宅局は、「防災拠点等と
なる建築物に係る機能継続ガイドライ
ン」（新築版）を平成 30 年５月 18 日に
公表した。新築版は、新築建築物を念頭
にとりまとめられているが、既存建築物
についても、改修、増築、別棟の新築ま
たは一部機能移転を含めた幅広い対応に
より、防災拠点建築物として機能継続を
図ることも考えられることから、既存建
築物向けに参考となる事項を追補版とし

て、令和元年６月７日に公表した（以下、
新築版と追補版を併せて「本ガイドライ
ン」という）。

これまでの大地震では、大地震後に防
災拠点として機能することが期待されて
いる防災拠点建築物において、倒壊・崩
壊には至らなかったものの、構造躯体の
部分的な損傷、非構造部材の落下等によ
り機能継続できなかった事例が存在して
いる。

例えば、平成 28 年熊本地震において
は、熊本県内の５市町で、市役所、町役

場の庁舎に倒壊・損傷があり、外部に機
能を移転せざるを得なかった（これらの
多くは旧耐震基準で建築されたもので
あったが、耐震改修済のものも含まれて
いた）。震度７を２回記録した益城町に
おいては、避難所として指定された建築
物は新耐震基準または耐震改修済のもの
であったが、地震後に避難所としての使
用を検討した 14 棟のうち６棟が非構造
部材や構造部材の損傷・落下等により、
使用不可能であった。病院については、
病棟の損壊等により、12 病院で入院診

表－１　ガイドライン本文・解説の主な内容
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療が制限された。
建築基準法は、建築物に関する最低限

の基準であり、大地震時には建築物の倒
壊等の防止を目標とするのに対し、防災
拠点建築物はこれに留まらず、大地震後
に機能継続できるためのより高い性能が
求められる。

防災拠点建築物が大地震後に機能継続
できるかどうかは、災害に対する地域の
対応力が大きく影響する。これまでの災
害経験を踏まえ、防災拠点建築物につい
ては既に各種のガイドライン等の知見や、
実際の整備事例が相当程度蓄積されてい
る。このため、こうした知見やそれらか

ら導き出される重要な考え方等をとりま
とめ、事例とともにガイドラインとして
情報共有を図ることは有用であると考え
られた。

本ガイドラインは、建築主、設計者、
管理者が防災拠点建築物の機能継続を図
る際の参考となるよう、既存建築物の活
用も含めた企画、設計・改修設計、運用
の各段階における基本的な考え方を示す
ことを狙いとしている。また、本ガイド
ラインを設計内容の確認に活用すること
も有効であると考えられる。

個々の施設の設計や改修設計は、法令
に従うとともに、本ガイドラインおよび

本ガイドラインで紹介する既往の指針や
事例を参考にすることが考えられる。加
えて、防災拠点建築物が機能継続を図る
にあたっては、構造体、非構造部材、建
築設備等が一貫した考え方に基づいて設
計されることや、設計意図の適切な実現
のため、施工品質が確保されることが求
められる。

本ガイドラインについては、今後、具
体的な知見の発展・拡充に伴って改定さ
れるものである。また、各種の指針等で、
防災拠点建築物の機能継続に資するもの
については、本ガイドラインの改定時に
積極的に紹介していきたいと考えている。

表－３　防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事例集 【既存建築物編】 掲載プロジェクト

表－２　参考となる既往の指針等（例）
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本ガイドラインの活用により、防災拠
点建築物の機能継続のための対策が進む
ことが期待される。

２.ガイドラインのポイント

本ガイドラインのポイントとしては、
次の５つが挙げられる。
・防災拠点建築物について、大地震時に

倒壊・崩壊しないという建築基準法が
要求する最低水準に留まらず、機能継
続を図るために必要となる基本的な考
え方を示すものであること。

・立地・建築計画、構造体、非構造部材、
建築設備等、防災拠点建築物の機能継
続にあたり、各分野に関する事項を総
合的にとりまとめるものであること。

・個々の建築物の設計や改修設計におい
ては、建築主が設定する機能継続の目
標を実現するため、建築主と設計者と
の協議を通じて、具体的な性能の目標
水準（構造体、非構造部材、建築設備
等の「状態」に関する目標水準や、ラ
イフライン途絶時の機能継続の目標期
間）を定める必要があることを掲げて

いること。
・共同住宅やオフィス等、通常は防災拠

点とならない建築物も、本ガイドライ
ンを参考とすることで、大地震後の居
住継続、使用継続を図ることが考えら
れることを示していること。

・本ガイドラインについては、今後、具
体的な知見の発展・拡充に伴って改定
されていくことが想定されているもの
であること。

３.ガイドラインの構成

本ガイドラインは、本文・解説のほか、
付録①「防災拠点等となる建築物に係る
機能継続ガイドラインに関連する既往指
針等の概要」、付録②「防災拠点等とな
る建築物の機能継続に係る事例集」に
よって構成されている。

本文・解説は本ガイドラインの本体を
なすもので、防災拠点建築物の機能継続
を図るにあたり、企画・設計・管理の各
段階において参考となる基本的な事項を
示しており、機能継続に係る目標水準の
設定や、構造計画（構造体・非構造部材

の耐震設計）、設備計画（設備の耐震設計、
ライフライン途絶対策）を中心に、全９
節で構成している（表－１）。表－１に
おいて、既存建築物に関わるものについ
ては、下線を付している。

付録①「防災拠点等となる建築物に係
る機能継続ガイドラインに関連する既往
指針等の概要」は、防災拠点建築物の企
画・設計・管理を行うにあたり参考とな
ると考えられる各種の既往指針やガイド
ライン等計 46編（表－２には、38編を
記載）について、関係省庁、設計関係団
体、　日本建築学会等が発行するもの
を中心に、関連部分の記述を一部抜粋等
する形で紹介している。耐震診断・改修
に関わるものについては、下線を付して
いる。

付録②「防災拠点等となる建築物の機
能継続に係る事例集」においては、新築
建築物とは別に【既存建築物編】をとり
まとめ、既存建築物を活用した庁舎、病
院の建築物について、防災拠点としての
機能継続に配慮されている６件のプロ
ジェクトを紹介（表－３）するとともに、
特定のプロジェクトでの活用に必ずしも
限定されない建築設備やシステム等の
47 の「要素技術」（表－４）についても、
防災拠点建築物の地震時の機能継続にあ
たり、参考となると考えられるものにつ
いて体系的に整理して紹介している。

４.ガイドラインの検討体制

本ガイドラインの検討を行うにあたっ
ては、東京大学名誉教授の久保哲夫先生
を委員長とする検討委員会（国土交通省
ホームページ参照）を開催し、ご参加い
ただいた有識者、関係省庁の委員から非
常に有益なご示唆をいただいた。また、
既往指針等の概要の収集や事例集の作成
にあたっては、関係する皆様に多大なる
ご協力をいただいた。ここに、あらため
て心より感謝を申し上げたい。
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